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令和７年度 第４回精華町入札調査監視委員会 議事録

日時 令和８年２月１７日（火） ９時５０分～１０時５３分

場所 精華町役場 ５階 ５０１・５０２会議室

出席委員 委 員 長 岩橋 威夫（副町長）

副委員長 木村 健司（事業部長）

委 員 浦本 佳行（総務部長）、西川 和裕（総務部次長）、久保 正

尚（住民部長）、田原 孝一（住民部次長）澤田 和郊（健康福祉環境部

長）、上野 明子（健康福祉環境部次長）、 山本 勝己（事業部次長）、松

井 克浩（教育部長）、今井 清（消防長）、塚田 寛（上下水道部長）

議事概要 １．開会

２．抽出案件の検証について

３．その他

次回抽出委員の選出（山本委員を選出）

４．閉会

検証対象案件 令和７年１０月１日～令和７年１２月３１日に契約締結された予定価格

２００万円以下の建設工事及び除草、剪定その他の工事に準ずる修繕案

件に関する業務

抽出案件一覧 【①令和７年度 精華町防犯カメラ設置工事（その２）（危機管理室）】

【②令和７年度 精華町消防団第３分団第３部ポンプ庫下水道切替工事

（消防総務課）】

【③令和７年度 柘榴浄水場府営水受水に係る既設管改造等工事（上下

水道課）】

検証件数 建設工事等の案件から３件（随意契約３件） ※対象件数６件

委員会意見 委員会において、具申すべき特段の意見等はない。
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議事 ●検証案件

①令和７年度 精華町防犯カメラ設置工事（その２）

②令和７年度 精華町消防団第３分団第３部ポンプ庫下水道切替工事

意見・質問 回答等

・今回の対象外案件として、（その

１）工事がある。こちらでは３台

設置されているということだが、

当案件と併せて、同期間に同種の

工事を２本発注されたことにな

る。発注を分けられた理由は何

か。

・一般的に防犯カメラは、警察が

設置してほしい箇所に設置する

ものと思うが、信号柱は警察管理

の施設なのに、警察調整に時間が

かかるものなのか。また、事実上

の交差点カメラであり、警察事案

等にも利用できるのではないか。

（その１）工事の３台については当

初予算計上分であり、こちらは、10

月に契約しているが、信号柱に取り

付ける案件が含まれており、警察と

の協議に時間を要した。このため、９

月補正予算分の（その２）工事と非常

に近接した時期の契約となってしま

った。

精華町において初めての信号柱への

設置事例であったため、協議に非常

に時間がかかった。警察も利用可能

と思われるが、基本的に、防犯アドバ

イザーの意見を伺いながら、通学児

童の多い場所に設置している。

意見・質問 回答等

・業者選定理由について、今回の

ケースでは、参考見積の時点で、

給水及び排水の両方の指定を持

つ業者の中から選定する必要が

あった。業者選定の考え方は。

・本来、資格要件を前提に参考見

積を取る必要があったため、参

今回、業者は３部ポンプ庫の建て替

えに携わった業者と、あとの２者に

ついては、ランダムに選定した。
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③令和７年度 柘榴浄水場府営水受水に係る既設管改造等工事

考見積を取るルールについて統

一が必要。

・業者選定理由の中に、必須要件

を明示することを確認事項とす

る。

意見・質問 回答等

・１者随意契約の理由を確認し

たい。見積合わせをする時間が

なかったのか。

・他の業者ではできないという

ことを、記載しておくべきであ

った。

・設備を一式更新する時でない

限り、競争性を適正に導入する

タイミングがない。既に携わっ

てもらっている業者に頼らざる

を得ない状況について、今後、ど

う説明責任を果たしていくのか

が課題である。

当該業者は、北稲浄水場で同様の工

事を実施したため、今回対応いただ

いた。緊急を要するため、同一業務

として設計業務が省けるという事

情があった。当工事は現場の工事だ

けでなく、中央監視制御システムと

の連動が必要であったが、当該業者

は、北稲浄水場において必要な改造

も実施するなど既に基盤を熟知さ

れておられましたので、そこにお願

いしたのが実態である。


